
令和７年国勢調査に係る調査票等審査業務委託仕様書 

 

１ 業務概要 

令和７年国勢調査に係る、市に郵送等で提出された調査票等の記載内容の審査・補記・

修正及び整理 

 

２ 契約期間 

契約締結日の翌日から令和７年１２月２６日(金)まで 

 

３ 業務実施日時 

①業務実施日 令和７年１１月１７日(月)から令和７年１２月２６日(金)まで          

②業務時間  平日（※土・日・祝日を除く）の午前９時から午後５時まで 

（休憩時間：１時間） 

 

４ 業務実施場所 

明石市役所北庁舎（明石市相生町２丁目５番１５号） 

 ２Ｆ会議室内 

 
５ 運営体制 

(1) 業務責任者 

下記のア～ウの条件全てを満たす者を１名配置すること  

ア 本業務に必要な知識及び技能を有するとともに、関係法令及び業務の重要性を十

分に理解していること。 

イ 本業務の遂行に必要な業務従事者を確保し、業務内容及び役割を適切に定めて、

本業務の総括及び管理を行うこと。また、業務実施期間中は現場責任者として統括

を行うこと。 

ウ 業務従事者に対し、業務を開始するまでに必要な研修及び訓練を実施すること。 

（関係法令、業務マニュアルの内容等、業務に必要な知識を習得させること。守秘

義務及び個人情報の保護について理解させること。接遇マナーを向上させるこ

と。） 

(2) 業務従事者 

①下記の条件を満たす者を配置すること。 

ア 業務を行うために必要とされる能力（事務処理能力）を有すること。 

イ 業務マニュアル等をもとに、迅速かつ的確に対応を行うこと。 

②業務従事者の日々の配置人数については、あらかじめ配置計画を作成し、委託者の

承認を得ること。 

③業務量の増減などの状況に応じ、あらかじめ決定した業務従事者の配置人数等を変

更する場合は委託者に協議すること。 

 

 



６ 業務内容 

(1) 運営体制の構築及び準備 

・受託者は、あらかじめ委託者と協議の上、業務マニュアルを作成すること。 

・受託者はそのマニュアルをもとに、業務開始までの期間に、業務従事者に教育研修

を行うこと。 

(2) 調査用品の仕分け・整理 

・調査員から返却された調査用品（別紙「調査用品一覧」参照）を種類ごとに仕分け、

整理する。 

  調査員数 約１,１８０人  

  (3) 調査票等の審査 

  下記の①～④の記入内容の不備等について、補記・訂正・確認する。 

 ①「調査区要図」と「調査世帯一覧」の照合 

ア 「調査区要図」に記載されているすべての単位区（単位区がない場合は調査区）

について、「調査世帯一覧」が作成されているか確認する。 

   イ 「調査区要図」に記載の住宅・建物は枠で示されているか（点線を鉛筆等でな

ぞって記入しているか）確認する。 

 ウ 「調査区要図」と「調査世帯一覧」の世帯番号が一致しているか（それぞれの

番号が揃っているか）確認する。 

 エ 「調査世帯一覧」の世帯番号が１からの連番となっているか（順不同となって

いないか）確認する。   

  ②各書類の整合性の審査 

   ア 「調査世帯一覧」の「⑸調査票枚数」の計および指導員記入欄の「調査票枚数

（回収）」の数値が、実際の調査票枚数（未記入や書き直した元の調査票を除く。）

と一致するか確認する。 

   イ 「調査世帯一覧」の「⑼世帯員の数（総数）、（男）、（女）」について、「回答状

況確認表」の「世帯員の数（総数）、（男）、（女）」（※ネット回答がある場合

のみ）、「調査票」の「１世帯員の数（総数）、（男）、（女）」と一致するか確認

する。 

   ウ 「調査票」の調査員記入欄の「この世帯の調査票」欄に記入された調査票枚数

が、「調査世帯一覧」の「⑸調査票枚数」と一致するか確認する。 

   エ 「調査世帯一覧」の「⑹回収結果（ネット）、（郵送等）」と、「回答状況確認表」

の「回収結果（ネット）、（郵送等）」が一致するか確認する。 

  ③「調査票」の審査 

   ア 「調査票」の調査員記入欄（第 1面下部）に記入漏れがないか 

   イ 世帯ごとに調査票 1 枚目の「１ 世帯の種類」、「２ 世帯員の数」、「３ 住居

の種類」及び「４ 住宅の建て方」が記入されているか      

   ウ 「２ 世帯員の数」に記入された世帯員全員について、「５ 氏名及び男女の別」

から「９ 国籍」までの内容が記入誤りや各項目間の不整合が生じていないか      

   エ その他「調査票」の各項目について、記入誤りや各項目間の不整合が生じてい

ないか。 



  ④「調査世帯一覧」の表内計算 

ア 「この用紙の世帯数」、「この用紙の計」の各合計値が合っているか確認する。 

    イ 「この用紙の計（総数）」＝「この用紙の計（男）＋（女）」になっているか確

認する。 

    ウ 指導員記入欄の数値が合っているか確認する。もし、調査世帯一覧用紙が複数

枚ある場合、各用紙の「この用紙の世帯数」、「この用紙の計」を合算し、１枚目

の指導員記入欄にまとめて記入されているか確認する。  

(4) 審査後の処理 

 委託者が指示する所定の方法で、調査書類の整理、格納等を行うこと。 

 (5) その他 

 その他上記(3)・(4)の業務に付随するもので委託者が指示する業務を実施すること 

 

７ 経費の負担区分 

 ア 調査票等審査場は委託者が明石市役所内に設置する。   

 イ 下記の備品等については、受託者からの申し出があった場合、委託者が受託者に無

償で貸与する。 

    会議室内の備品（机、いす、電話等）、パソコン、プリンタ、筆記用具、メモ用紙 

 ウ その他、業務に必要な情報や書類は委託者が受託者に貸与する。 

 
８ 参考 

  令和７年国勢調査の対象世帯数等 

調査区数  ２,４６２ 

対象世帯数 約１４５，０００ 

    うち郵送回答（見込み）約８７，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査用品一覧 

 

（調査員一人あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査用品の種類 数量 

調査書類入れ（手提げ袋） 1～7 

調査の手引き 1 

調査員のしごと 1 

外国人向けリーフレット 3～20 程度 

バインダー 1 

調査書類収納封筒 10～50 程度 

インターネット回答依頼書 10～50 程度 

調査票 10～50 程度 

郵送提出用封筒 10～50 程度 

調査票の記入のしかた 10～50 程度 

オンライン回答推進チラシ 10～50 程度 

調査票提出のお願い（督促状） 督促用 10～50 程度 

連絡メモ 1 

明石市版令和 7年国勢調査のポイント 1 

その他紙資料（調査世帯一覧（下書き）・調査区要図（下書き）・担当調

査区地図等） 

適宜 



調査票（第１面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査票（第２面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査世帯一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査区要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


